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令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
、
浪
江
町
に
住
民
登
録
の
あ
る
人

税務署で確定申告
する人

公的年金などの収
入のみの人

給与収入のみの人
で勤務先から町へ
給与支払報告書が
提出されている人
（勤務先に確認が
必要です）

上記以外の人（税
務署で確定申告の
必要がないと言わ
れた人を含む）

浪江町に住民登録
がある親族に扶養
されている人

その他の人（仕送
りなどにより生活
している人、町外
の親族に扶養され
ている人、障害・
遺族年金を受給し
ている人など）

申告不要

申告の必要はあり
ませんが、源泉徴
収票に記載のない
控除を受ける場合
は申告が必要です

申告が必要です

申告不要

申告が必要です

令
和
２
年
中
に
収
入
の
あ
る
人

令
和
２
年
中
に
収
入
の
な
い
人

※扶養主の申告は
　必要です。
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住民課課税係　　
0240（34）0224

2月15日 月
　～3月15日 月
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